
令和３年度第３０回役員会報 
 

 

・日  時：令和４年３月２３日（水）９:１０～１０：３８ 

 

＊審議に先立ち、３月１６日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。 

 

     

１．議題 

 
（１）国立大学法人法の改正に伴う学内規則等の一部改正について 

西田学長から、国立大学法人法の一部を改正する法律公布に伴う、国立大学法
人法の改正に伴う学内規則等の一部改正について、資料に基づき提案説明があっ
た。審議の結果、「国立大学法人琉球大学組織規則」「国立大学法人琉球大学事
務組織規程」「国立大学法人琉球大学の監事に関する規程」が原案どおり承認さ
れた。 
「国立大学法人琉球大学教育研究評議会規程」「国立大学法人琉球大学学長選

考会議委員の選出に関する申合せ」「国立大学法人琉球大学経営協議会規程」の
一部改正についても、併せて確認がなされた。 

 
（２）国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について 

大城理事から、病院受託実習の実習料改定のため、国立大学法人琉球大学料
金規程の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案
どおり承認された。 
西田学長から、別表第10「その他」に区分されている実習についても、改めて

精査し、必要があれば料金改定の検討を行うよう指示があった。 
 
（３）琉球大学大学院委員会規程の一部改正（案）について 

井上理事から、審議事項の追加及び教育学研究科修士課程廃止に伴う委員構成
変更のため、琉球大学大学院委員会規程の一部改正について、資料に基づき提案
説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。 
大屋理事から、事務所掌及び専門員会の役割について、今後検討が必要な旨、

意見があった。 
 

（４）琉球大学学位規則の一部改正（案）について 
井上理事から、研究科の廃止及び新研究科の設置に伴う学位の専攻名称の削除

及び付記のため、琉球大学学位規則の一部改正について、資料に基づき提案説明
があった。審議の結果、原案どおり承認された。 
西田学長から、改廃規程の追加も検討するように指示があった。 

 
（５）琉球大学における修学の支援に関する規則の一部改正（案）について 

井上理事から、新たな修学支援制度において、不服申立ての期間にて日本学生
支援機構の規程に準ずる対応を行うため、琉球大学における修学の支援に関する
規則の一部改正について、資料に基づき説明があった。審議の結果、原案どおり
承認された。 

 
（６）ヨーク・セント・ジョン大学（英国）との大学間交流協定締結について 

牛窪理事から、外国の大学等との国際交流協定締結等に関する要項に基づき、
ヨーク・セント・ジョン大学（英国）との大学間交流協定締結について、資料に
基づき説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。 

 
（７）特命職員の採用計画について 

木暮理事から、申請のあった特命職員の採用計画について、資料に基づき説明



があった。審議の結果、大学院医学研究科から申請のあった特命助教の採用計画
に関しては、予算の裏付けが確認できることを条件として承認することとされ
た。当該申請を除き、他の申請については、原案どおり承認された。 
 

 
（８）文書管理・電子決裁システムの導入に伴う法人文書管理関連規則等の見直しにつ

いて 
大城理事から、文書管理・電子決裁システムの導入に伴う法人文書管理関連規

則等の見直しについて、資料に基づき説明があった。審議の結果、原案どおり承
認された。 

 
（９）令和３年度１月までの病院稼働状況について 

大屋理事から、病院の令和3年度1月までの稼働状況について、報告があった。 
 
（10）令和３年度１月までの病院収支について 

大屋理事から、病院の令和3年度1月までの病院収支について、報告があった。 
 


